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市
で
は
、
妊
娠
サ
ポ
ー
ト
事
業

と
し
て
、
特
定
不
妊
治
療
（
体
外

受
精
・
顕
微
授
精
）
を
実
施
し
た

場
合
、
そ
の
治
療
費
の
一
部
助
成

を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

特
定
不
妊
治
療
の
一
環
と
し
て

男
性
不
妊
治
療
（
精
巣
や
精
巣
上

体
か
ら
精
子
を
採
取
す
る
手
術
で

あ
る
、
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｅ
，
Ｍ
Ｅ
Ｓ
Ａ
，

Ｐ
Ｅ
Ｓ
Ａ
等
）
を
行
っ
た
場
合
、

従
来
の
助
成
金
に
加
え
、
男
性
不

妊
治
療
に
係
る
治
療
費
分
に
つ
い

て
上
乗
せ
助
成
を
開
始
し
ま
す
。

※
特
定
不
妊
治
療
が
平
成
28
年
4

月
1
日
以
降
に
終
了
し
た
治
療
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

■
対
象
者

（
１
）
特
定
不
妊
治
療

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

① 

治
療
開
始
時
に
法
律
上
の
婚
姻

を
し
て
い
る
夫
婦

② 

申
請
時
に
お
い
て
、
夫
婦
の
ど

ち
ら
か
が
、
下
野
市
に
引
き
続

き
1
年
以
上
住
所
を
有
す
る
方

③
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

④ 

医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

（
被
保
険
者
、
組
合
員
及
び
被

扶
養
者
）

⑤ 

不
妊
に
悩
む
方
へ
の
特
定
治
療

支
援
事
業
指
定
医
療
機
関
に
お

い
て
治
療
を
受
け
た
方

（
２
）
男
性
不
妊
治
療

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

○ 

上
記
特
定
不
妊
治
療
の
①
～
④

に
該
当
す
る
方

○ 

上
記
⑤
の
特
定
不
妊
治
療
の
一

環
と
し
て
男
性
不
妊
治
療
を
行

っ
た
方

※ 

特
定
不
妊
治
療
の
治
療
内
容
が

以
前
に
凍
結
し
た
胚
を
解
凍
し

て
胚
移
植
を
実
施
し
た
場
合
は

対
象
外
。

○ 

特
定
不
妊
治
療
を
実
施
し
た
医

療
機
関
若
し
く
は
特
定
不
妊
治

療
を
実
施
し
た
医
療
機
関
か
ら

紹
介
さ
れ
た
医
療
機
関
に
お
い

て
治
療
を
受
け
た
方

■
助
成
回
数

（
１
）
特
定
不
妊
治
療

○
１
回
の
治
療
ご
と
に
申
請

○ 

初
め
て
の
申
請
に
係
る
治
療
開

始
時
の
妻
の
年
齢
に
よ
り
下
記

の
と
お
り
回
数
制
限
が
あ
り
ま

す
。

◆ 

40
歳
未
満
の
方
⇨
43
歳
に
な
る

ま
で
に
６
回
（
改
正
前
に
受
け

た
助
成
の
回
数
も
含
み
ま
す
）

◆ 

40
歳
以
上
43
歳
未
満
の
方
⇨
43

歳
に
な
る
ま
で
に
3
回
（
改
正

前
に
受
け
た
助
成
の
回
数
も
含

み
ま
す
）

◆ 

43
歳
以
上
の
方
⇨
助
成
対
象
外

（
２
）
男
性
不
妊
治
療

○ 

一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
特
定
不

妊
治
療
と
合
わ
せ
１
回
ご
と
に

申
請

※ 

精
子
が
採
取
で
き
ず
治
療
が
終

了
し
た
た
め
特
定
不
妊
治
療
に

至
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
男
性

不
妊
治
療
の
み
で
の
申
請
も
で

き
ま
す
。
但
し
、
そ
の
場
合
も

特
定
不
妊
治
療
の
助
成
回
数
は

１
回
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
ま

す
。

○ 

特
定
不
妊
治
療
の
助
成
回
数
内

■
助
成
の
内
容

（
１
）
特
定
不
妊
治
療

特
定
不
妊
治
療
に
係
る
保
険
診

療
外
の
治
療
費
か
ら
、
他
の
助
成

額
を
控
除
し
た
治
療
費
の
1
／
2

を
対
象
と
し
て
、
１
回
の
申
請
で

上
限
10
万
円
ま
で
（
凍
結
胚
移
植
、

又
は
採
卵
し
た
が
卵
又
は
状
態
の

よ
い
卵
が
得
ら
れ
な
い
た
め
中
止

し
た
場
合
は
５
万
円
ま
で
）　

（
２
）
男
性
不
妊
治
療

特
定
不
妊
治
療
（
但
し
、
以
前

に
凍
結
し
た
胚
を
解
凍
し
て
胚
移

植
を
実
施
し
た
場
合
を
除
く
）
の

一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
、
精
子
を

精
巣
又
は
精
巣
上
体
か
ら
採
取
す

る
た
め
の
手
術
に
要
し
た
費
用
に

係
る
保
健
診
療
外
の
治
療
費
か
ら
、

他
の
助
成
額
を
控
除
し
た
治
療
費

の
１
／
２
を
対
象
と
し
て
、
１
回

の
申
請
で
上
限
10
万
円
ま
で

■
必
要
書
類

□ 

不
妊
治
療
費
（
特
定
不
妊
治
療

お
よ
び
男
性
不
妊
治
療
）
助
成

金
交
付
申
請
書

□ 

夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
の
医
療
保
険
証

の
写
し

□ 

治
療
に
係
る
領
収
書
の
原
本

（
医
療
機
関
で
証
明
さ
れ
た
治

療
期
間
お
よ
び
治
療
費
分
の
全

て
）

□ 

助
成
金
交
付
決
定
通
知
書
の
写

し　
※ 

医
療
保
険
や
他
自
治
体
等
か
ら

給
付
が
あ
る
と
き

□ 

同
意
書　

※
県
の
助
成
金
交
付

決
定
通
知
が
な
い
と
き

□ 

戸
籍
謄
本
、
本
籍
・
続
柄
が
記

載
さ
れ
た
個
人
番
号
記
載
の
な

い
住
民
票　

※
夫
婦
が
同
じ
世

帯
の
場
合
は
不
要
。

■
注
意
事
項

①
必
ず
、
栃
木
県
の
不
妊
に
悩
む

方
へ
の
特
定
治
療
支
援
事
業
へ
申

請
で
き
る
か
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
請
で
き
る
方
は
、
先
に
栃
木

県
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
栃
木

県
か
ら
の
支
給
決
定
以
後
、
市
へ

の
申
請
と
な
り
ま
す
。（
市
へ
の

申
請
に
県
の
交
付
決
定
通
知
書
が

必
要
で
す
。）

申
請
で
き
な
い
方
は
、
市
の
み

の
申
請
と
な
り
ま
す
。（
同
意
書

が
必
要
で
す
。）

②
特
定
不
妊
治
療
の
一
環
と
し
て

男
性
不
妊
治
療
を
行
い
、
そ
の
分

も
申
請
さ
れ
る
方
は
、
必
ず
一
緒

に
（
同
じ
申
請
書
で
）
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
特
定
不
妊
治
療
の
申

請
を
受
け
付
け
た
後
、
男
性
不
妊

治
療
を
行
っ
た
と
申
し
出
が
あ
っ

て
も
、
上
乗
せ
助
成
は
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
。
ま
た
、
男
性
不
妊
治
療

単
独
で
の
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
主
治
医
等
の
治
療
方
針
に
よ
り
、

採
卵
前
に
男
性
不
妊
治
療
を
行
っ

た
が
、
精
子
が
採
取
で
き
ず
治
療

が
終
了
し
た
場
合
は
、
男
性
不
妊

治
療
の
み
で
の
申
請
も
で
き
ま
す
。

但
し
、
そ
の
場
合
も
特
定
不
妊
治

療
の
助
成
回
数
は
１
回
と
し
て
カ

ウ
ン
ト
さ
れ
ま
す
。

妊
娠
サ
ポ
ー
ト
事
業
の
拡
充
に
つ
い
て

◇
男
性
不
妊
治
療
費
の
上
乗
せ
助
成
を
開
始
し
ま
す
◇


